
月間スケジュール 

日 付 経営個別窓口相談会 会 議 等 

１ 水 ・中小企業診断士 13：00～  

２ 木   

３ 金   

４ 土   

５ 日   

６ 月 ・税理士 13：00～  

７ 火   

８ 水 ・社会保険労務士・行政書士 13：00～ ・三役会 10：30～ 

９ 木  
・経営分析セミナー1４：00～ 

・青色申告会中国ブロック大会（岡山県） 

１０ 金  ・青色申告会中国ブロック大会（岡山県） 

１１ 土   

１２ 日   

１３ 月   

１４ 火   

１５ 水 ・中小企業診断士 13：00～  

１６ 木   

１７ 金 ・税理士 13：00～ ・【女性部】芸南東ブロック役員会 

１８ 土   

１９ 日   

２０ 月   

２１ 火   

２２ 水 ・社会保険労務士・行政書士 13：00～  

２３ 木  ・くまのヒットカード役員会 13：00～ 

２４ 金   

２５ 土   

２６ 日   

２７ 月   

２８ 火   

２９ 水   

３０ 木   

３１ 金   

 

 

金利 2.00％ 
（令和７年９月１日現在） 

【ご利用いただける方】 

 商工会の支援を6か月以上受けている 

 現在地で 1 年以上事業をされている 

小規模事業者 
 

【担保、保証人について】 

 無担保、無保証人 

※その他にも条件がありますので、 

 商工会までご相談ください。 

2025 年１０月 
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広島県の最低賃金の改正について

広島県の最低賃金が11月1日に、「1,020円」⇒『1,085円』に引き上げられます。
最低賃金の引き上げは、物価や原材料が高騰する中で、事業者にとって大変大きな経営課題です。
そこで、賃金引上げ支援策や作業の効率化のための「業務改善助成金」・「ＩＴ導入補助金」「中小
企業省力化投資補助金」などがあります。
最低賃金の引き上げをきっかけに、これらの助成金や補助金を活用してみませんか。
詳しくは、同封のチラシ（最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ）をご覧ください。
また、商工会では助成金や補助金申請に向けて、専門家（中小企業診断士や社会保険労務士・行
政書士）による個別相談会を開催しています。予約制のため、同封のチラシ（個別相談会）のお申込
書にご記入の上、商工会までＦＡＸ又は電話にてご予約をお願いします。

熊野町商工会では、１０月９日（木）１４時～１７時、『ゼロから学ぶ経営分析セミナー』を開催します。
各補助金や助成金を申請するには、事業計画が必要不可欠です。
本セミナーを受講していただければ、事業所の目標や将来像をまとめ、達成するための道筋を定め
ることができます。
活用しやすい補助金の一つ、小規模事業者持続化補助金の申請受付が１０月３日（金）に始まり、
１１月２８日（金）に締め切られます。詳しくは、同封のチラシ（小規模事業者持続化補助金（通常
枠））をご覧ください。
なお、本セミナーを受講していただければ、スムーズな申請につながります。
参加ご希望の方は、同封の経営分析セミナーのお申込書にご記入の上、商工会までＦＡＸ又は電話
にてご予約をお願いします。
その他、様々な補助金があります。詳しくは、同封のチラシ（補助金の最新情報が届くミラサポｐｌｕ
ｓ）をご覧の上、ＱＲコードからご登録ください。

ゼロから学ぶ経営分析セミナーについて

第９１回筆まつりを開催しました

９月２３日（火・秋分の日）に、第９１回筆まつりを開
催いたしました。
今年は新しい取り組みとして、榊山神社で開催して
いました、大作席書を熊野中学校の体育館、競書大
会を熊野中学校の武道館にて開催しました。
また熊野中学校のグラウンドで開催していました、屋
台村を熊野中学校校舎周辺でキッチンカーフェスティ
バル（１９台）、屋外ステージを体育館の舞台、猫面絵
付け体験を武道館にて開催しました。
当日は雨天のため、一部イベントの開催場所変更や
中止となりました。このような天候の中にもかかわらず、
１８，０００名ものお客様にお越しいただき、関係各所
皆様のおかげで無事に開催することができました。
来年は、何事もなく、無事に『第９２回筆まつり』が開
催できることを、実行委員会一同、今から祈っておりま
す。

小規模企業共済について

小規模企業共済は、経営者が節税しなが
ら積み立てる退職金制度です。

【加入資格】※次の２つの条件を満たす方
①個人事業主及びその協同経営者
又は会社等役員（登記があること９

⓶常時使用する従業員人数の条件が以下
を満たしていいること
・小売、卸売業、サービス業等…５人以下
・製造業、建設業、運輸業等…２０人以下

【毎月の掛金額】
千円から七万円の範囲内（五百円単位）で
自由に選べます。
また、加入後も毎月の掛金額の増額や減
額もできます。


